　南三陸町（以下「町」という。）では、神割崎キャンプ場及び神割観光プラザの管理運営業務を効果的かつ効率的に行うため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」という。）第２４４条の２第３項、南三陸町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１８年南三陸町条例第１１号。）第２条、南三陸町野営場条例（平成１８年南三陸町条例第１４号。以下「野営場条例」という。）第３条、南三陸町神割観光プラザ設置及び管理条例（平成１８年南三陸町条例第１５号。以下「設置管理条例」という。）第３条の規定により、次のとおり当該施設を管理する指定管理者の候補者を募集します。

第１　施設の概要
１　名称及び所在地
　　名　称　　南三陸町神割崎キャンプ場及び神割観光プラザ
　　所在地　　本吉郡南三陸町戸倉字寺浜８１番地２３　ほか

２　施設の設置目的
　神割崎キャンプ場は、野外活動の振興を図り、青少年の健全な心身の育成及び地域住民の福祉向上を目的とし、神割観光プラザは、観光レクリエーション活動のための利便の増進を図るとともに、地場産品の生産及び販売の拡大により、農林水産業等の振興発展を促進し、もって町民のゆとりある文化的な生活の向上に寄与することを目的に設置したものです。

３　施設の概要
　（１）　一般キャンプ場　（園地面積　約7ｈａ）
　　　①　炊事棟　　　　　　　　　３棟
　　　②　公衆便所（水洗）　　　　１棟
　　　③　公衆便所（非水洗）　　　３棟
　　　④　四阿（あずまや）　　　　２棟
　　　⑤　サニタリーハウス　　　　１棟
　　　⑥　バーベキューハウス　　　１棟
　　　⑦　倉庫（旧シャワーハウス）１棟
　　　⑧　ログキャビン　　　　　　３棟
　　　⑨　テントサイト　　　　１５区画
　　　⑩　フリーサイト　　　　３５０張
　　　⑪　その他（多目的広場、園路、樹木、各種案内板、安全柵　ほか）
　（２）　オートキャンプ場　（敷地面積　9,470㎡）
　　　①　オートサイト（ＡＣ電源付）２０区画
　　　②　サニタリーハウス　　　　　　　１棟
　　　③　自動ゲート　　　　　　　　　　１式
　　　④　その他（利用者専用園路、樹木　ほか）
　（３）　神割観光プラザ　（建築面積　419.16㎡、床面積　381.07㎡）
　　　　　キャンプ場管理センター、多目的ホール、レストラン、事務室、宿直室、展示コーナー、トイレ　ほか
　（４）　その他
　　　①　イベント広場（面積　2,800㎡）
　　　②　駐車場（面積　5,100㎡）　
　　＊　全体敷地面積約17ｈａ（海岸線の保安林を含む。）
　　　　　本施設は、寺浜契約講などの土地所有者から賃貸借契約により土地を借受し、町が施設整備したものであるため、当該施設の敷地に係る賃借料は、町が支払うものとします。

第２　管理運営の条件
１　管理の基本方針
　　指定管理者は、次の項目に沿って施設の管理運営を行うこととします。
　（１）　設置目的に沿った管理業務を行うこと。
　（２）　関係法令、条例、規則等を遵守し、その趣旨を理解したうえで管理を行うこと。
（３）　施設利用者の安全を第一に、サービスの向上及び施設の適正な管理運営を行うこと。
（４）　公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。　
　（５）　効率的、効果的に管理業務を行い、経費の削減に努めること。
　（６）　設置の目的に合致し、かつ管理業務を妨げない範囲において、創意工夫により魅力ある自主事業を積極的に行うこと。
　（７）　南三陸町個人情報保護条例(平成１９年南三陸町条例第４号。以下「個人情報条例」という。)に基づき、個人情報の保護を徹底すること。

２　指定の期間
　　指定の期間は、平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までの５年間とします。
　（１）　指定の期間は、平成２７年３月議会（予定）での議決を経て、正式に確定します。
　（２）　指定後であっても、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められる場合には、その指定を取消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じることがあります。
　　　　（自治法第２４４条の２第１１項）

３　管理の基準
　　指定管理者は、管理の基本方針ほか、次に掲げる事項を遵守して管理運営を行うものとします。
　（１）　利用期間は、次の休業期間を除く期間とします。
　　　①　一般キャンプ場・オートキャンプ場ほか
　　　　ア　冬季休業（１２月１日から翌年３月３１日まで）
　　　　イ　施設の点検等に要する期間
　　　　　＊　平成２７年については点検期間として、４月１日から６月３０日までは休業することができることとします。
　　　　ウ　町が災害、事故等により、同施設の利用を困難と判断した期間
　　　　　※　ただし、指定管理者は、南三陸町長（以下「町長」という。）の承認を得て、休業日を変更し、又は別に休業日を定めることができます。
　　　②　神割観光プラザ
　　　　ア　定休日（毎週火曜日）、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）
　　　　イ　施設の点検等に要する期間
　　　　　＊　平成２７年については点検期間として、４月１日から６月３０日までは休業することができることとします。
　　　　ウ　町が災害、事故等により、同施設の利用を困難と判断した期間
　　　　　※　ただし、指定管理者は、町長の承認を得て、休業日を変更し、又は別に休業日を定めることができます。
　（２）　利用時間
　　　①　キャンプ場宿泊の場合　宿泊当日午後１時から翌日午前１１時まで
　　　②　キャンプ場日帰りの場合　午前１０時から午後５時まで
　　　③　神割観光プラザの場合
　　　　ア　４月１日から１１月３０日のキャンプシーズンは、９時から午後６時までとします。（多目的ホールの利用があるときは午前９時から午後９時までとします。）
　　　　イ　１２月１日から３月３１日までは、午前９時から午後４時までとします。
　　　　　　（ただし、多目的ホールの利用があるときは午前９時から午後９時までとします。）
　　　　　※ただし、指定管理者は、町長の承認を得て、利用時間を変更し、又は別に利用時間を定めることができます。
　（３）　利用料金制
　　　　　施設の管理にあたっては、自治法第２４４条の２の規定に基づく「利用料金制度」を採用します。利用料金は、指定管理者の収入とします。
　　　　　また、利用料金の額は、野営場条例に定める額を限度として、町長の承認を得て、指定管理者が定めることができます。
　（４）　個人情報の取扱い
　　　　　指定管理者は、個人情報条例の規定により、施設の管理にあたって保有する個人情報の取扱いに関して町と同等の責務が課せられることから、個人情報の適切な管理のため必要な措置を講じていただきます。
　（５）　情報公開について
　　　　　指定管理者は、施設の運営状況について、個人情報を保護したうえで、積極的に情報の公開に努めていただきます。
　（６）　権利の譲渡禁止
　　　　　指定管理者は、後日、町と締結する基本協定によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承することはできません。
　（７）　一括再委託等の禁止
　　　　　指定管理者は、施設の管理業務の全部、又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできません。ただし、管理の主たる業務を除く業務（機械設備の保守点検業務等）についてはこの限りではありません。委託を行う場合は、町の承認が必要です。
　（８）　文書の保管、保存
　　　　　指定管理者が指定管理業務に伴い作成し、受領する文書等は、適正に管理し、会計年度が終了した日の翌日から５年間保存するものとします。
　（９）　人員体制
　　　①　指定管理者は、施設の管理運営に当たり、常時、次に掲げる人員体制で臨むものとし、利用者に十分配慮して、公平できめ細やかなサービスの提供に努めてください。
　　　　ア　キャンプ場管理人　　　　　　　　１名
　　　　　　施設の総括責任者として、町との窓口となる者とします。
　　　　イ　管理事務従事者（受付事務含む）　１名以上　
　　　　　※　キャンプ場管理人は、管理事務従事者を兼ねることができるものとします。
　　　　ウ　その他の業務従事者　　　　　　　必要な人数　
　　　②　指定管理者は、施設の利用期間開始までの間に、施設の指定管理業務に従事する者（以下「従事者」という。）に「４　指定管理者が行う業務の範囲」で定める業務に係る研修等を行い、万全の体制で業務開始に臨まなければなりません。また、利用者に対する接遇についても従事者に対して十分な研修を行ってください。

４　指定管理者が行う業務の範囲
　　野営場条例第４条及び観光プラザ条例第４条の規定に基づき、指定管理者行う主な業務は次のとおりとし、業務の詳細については、別紙「仕様書」のとおりとします。
（１）　施設全体の管理運営業務
（２）　キャンプ場施設の利用許可申請の受付及び許可並びに利用料金の収納業務
（３）　観光プラザの多目的ホールの利用許可申請の受付及び許可並びに利用料金の収納業務
（４）　キャンプ場及び観光プラザ等の施設全体の維持管理業務
　（５）　観光案内業務
（６）　施設の亡失等の届出受理及び報告業務
　（７）　シャワー料金等収納業務
　（８）　その他町が必要と認める業務
　　　　　
５　自主事業
指定管理者は、施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自主事業を導入することにより、施設の積極的な利用と効果的な管理運営に努め、収入の確保と経費の削減に努めてください。

６　経費の負担区分
　　施設の管理運営に要する経費の負担区分は、次のとおりとします。
　（１）　指定管理者が支払う経費
　　　①　人件費
　　　②　事務費（消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、保険料等）
　　　③　光熱水費、燃料費
　　　④　施設、設備等の維持管理経費
　　　⑤　管理用車両リース費　等
　（２）　町が支払う経費
　　　①　施設、設備の大規模な修繕
　　　②　キャンプ協会負担金
　　　③　敷地の賃貸借契約に伴う経費
　　　④　建物共済保険

７　施設の管理運営費
　（１）　指定管理料
　　　①　施設の管理運営に要する費用は、施設の利用料金及び町が支払う指定管理料をもって充てるものとします。
　　　②　指定管理料に含まれる経費
　　　　ア　人件費
　　　　イ　事務費（消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、保険料等）
　　　　ウ　光熱水費、燃料費
　　　　エ　施設、設備等の維持管理経費
　　　　　　ａ　警備業務
ｂ　清掃業務（除草、花木剪定管理業務）
ｃ　浄化槽維持管理業務
ｄ　消防用設備保守点検業務
ｅ　ゴミ処分業務
ｆ　軽微な修繕等、その他
　　　　オ　管理用車両リース費
　（２）　指定管理料の決定
　　　　　指定管理料の最終的な額の決定は、指定管理者の提案額を基準に、町と指定管理者が協議を行い、年度協定書を締結のうえ決定します。
　（３）　指定管理料の支払方法及び経費区分
　　　①　支払方法等
指定管理料は、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに、指定管理者からの請求に基づき分割して支払うこととし、支払時期、回数等については町と指定管理者で協議して定めます。
　　　②　経費区分
　　　　　指定管理者は、指定管理業務に係る経費とその他の業務（法人等の固有業務）に係る経費を区分するとともに、専用の口座で管理していただきます。
　（４）　修繕等
　　　①　施設、設備の大規模な修繕等に係る経費は、町の負担とし、日常の管理業務で発生する軽微な修繕等（１件１０万円以下のもの）については、指定管理者の負担とします。
　　　②　修繕等により更新した施設、設備については、全て町に帰属するものとします。
　（５）　備品
　　　①　施設に町が備え付ける備品（以下「備品」という。）は、「仕様書」で定めるとおりとし、指定管理者に無償で貸与します。指定管理者は、南三陸町財務規則（平成１７年南三陸町規則第３２号）第１５９条第１項の規定に基づき、常に良好な状態に保管し、効率的に使用しなければなりません。
　　　②　指定管理者の責任により備品を滅失し、又は破損した場合は、備品を指定管理者の負担により原状回復するものとします。ただし、経年劣化等により使用できなくなった場合は、町と指定管理者が協議のうえ予算の範囲内で町の負担で更新するものとします。
　　　③　指定管理者の負担で購入した備品については、指定管理者に帰属するものとします。
　（６）　事故及び火災等
　　　①　施設、設備等の欠陥によるもの、又は地震等の災害により事故及び火災等が発生した場合については、当該事故等の処理に要する経費は、町の負担とします。
　　　②　指定管理者の故意又は過失により、町又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償費用は指定管理者の負担とします。
８　責任分担
　　町と指定管理者のリスク分担は概ね下表のとおりとし、詳細は基本協定書で定めます。

	種類
	内容
	負担者

	
	
	町
	指　定
管理者

	応募関連
	書類の誤り
	
仕様書等、町が作成した書類に関すること
	○
	


	
	
	
申請書等、指定管理者が作成した書類に関すること
	
	○

	共通事項
	不可抗力リスク
（天災地変等の発生に
伴うもの）
	施設の復旧
	○
	

	
	
	応急処置（復旧完了までの管理業務実施についての影響（休館等））
	
	○

	
	法制度リスク
（法制度の新設・変更
に伴うもの）
	施設等の設置基準の変更により施設等の新設又は改築を要するもの
	○
	

	
	
	管理基準の変更による管理コストの増加
	指定管理者の管理業務の簡易な見直しで対応できる場合
	
	○

	
	
	
	上記以外
	○
	

	
	
	上記以外
	
	○

	
	許認可取得リスク
（法制度の新設・変更
に伴う）
	施設等の設置に伴うもの
	○
	

	
	
	上記以外
	
	○

	
	税制度リスク
（税制度の新設・変更
に伴うもの）
	指定管理者制度に影響を及ぼすもの
	利用料金見直しを伴う場合
	○
	

	
	
	
	利用料金見直しを伴わない場合
	
	○

	
	
	指定管理者に影響を及ぼすもの（法人税、固定資産税等）
	
	○

	
	住民対応リスク
（想定外の住民運動、
訴訟、要望等）
	施設等の設置に係るもの
	○
	

	
	
	上記以外
	
	○

	
	
	
	ただし、町に報告し町の指示を受けること。

	
	環境問題リスク
（想定外の周辺地域への環境問題）
	施設等の設置に伴うもの
	○
	

	
	
	上記以外
	
	○

	
	
	
	ただし、町に報告し町の指示を受けること。

	
	上記のリスクに伴う管理業務の中断・中止リ
スク
	町の責めによるもの
	○
	

	
	
	指定管理者の責めによるもの
	
	○

	管理業務に係る事項


管理業務に係る事項

	運営開始遅延リスク
（管理業務開始の遅
延）
	引継準備、規程整備等の遅延に伴うもの
	○
	

	
	
	運転資金確保、開業準備等の遅延に伴うもの
	
	○

	
	計画変更リスク
（管理業務の内容変
更）
	町による新たな施設整備に伴うもの
	○
	

	
	
	上記以外
	
	○

	
	施設瑕疵リスク
（施設等の設置瑕疵に
伴うもの）
	すべて
	○
	

	
	維持管理水準リスク
（提供サービス水準の
維持）
	すべて
	
	○

	
	維持管理コストリスク
（維持管理コストの増
大・減少）
	町の責めによる業務内容の変更に伴うもの
	○
	

	
	
	上記以外（物価・金利の変動等）
	
	○

	
	
	
	ただし、消費者物価指数又は最低賃金が協定締結時から10％以上変動した場合は、両者協議する。

	
	施設等損傷リスク
（施設・設備の損傷）
	事故・火災等によるもの（町の責めによるものを除く）
	
	○

	
	
	火災保険への加入
	○
	

	
	
	経年劣化によるもの（小規模なもの：畳替え、電球交換等１件１０万円以下のもの）
	
	○

	
	
	経年劣化によるもの（大規模なもの：１件１０万円以上のもの）
	○
	

	
	物品更新リスク
（備品等の更新）
	町が設置した備品
町が購入または調達した備品等
	備品等の帰属
	○
	

	
	
	
	経年劣化による破損
	○
	

	
	
	
	指定管理屋の故意又は過失による破損
	
	○

	
	
	指定管理者が指定管理料により購入した備品等
	備品等の帰属
	　
	○

	
	
	
	経年劣化による破損
	
	○

	
	
	
	その他指定管理者が購入又は調達したもの
	
	○

	
	
	上記以外の備品・消耗品
	備品等の帰属
	
	○

	
	
	
	すべて
	
	○

	
	修繕費リスク
	大規模修繕
	○
	

	
	
	小規模修繕（１件１０万円以下のもの）
	
	○

	その他業務に関する事項
	資金調達リスク
（事業資金の調達に係
るもの）
	町から指定管理者への経費の支払い遅延により生じたもの
	○
	

	
	
	上記以外
	
	○

	
	来館者数リスク
（来客者数の増減等）
	不可抗力による来客者の減
	○
	

	
	
	上記以外
	
	○

	
	来館者リスク
（来館者、利用者との
トラブル等）
	すべて
	
	○

	
	事故リスク
（来館者、管理用自動車の事故等）
	町の施設等の設置瑕疵に係るもの
	○
	

	
	
	上記以外（保険加入を含む）
	
	○

	
	盗難紛失リスク
（料金、物品の盗難、
紛失等）
	すべて（保険加入を含む）
	
	○

	
	営業リスク

	すべて（保険加入を含む）
	
	○

	
	イベントリスク
（イベントの実施に伴
うトラブル等）
	すべて（保険加入を含む）
	
	○

	事前準備の費用
	指定管理業務の期間の開始前における事前準備、引継ぎに関するもの
	

	○

	指定期間終了時の費用
	指定管理業務の期間が終了した場合、又は指定を取り消した場合の撤収に関するもの
	
	○



９　指定管理者の賠償責任
　　指定管理者が指定管理業務の継続ができなくなった場合、又は放棄した場合において、町又は第三者に与えた損害は、指定管理者がその賠償責任を負わなければならないものとします。

10　その他
　（１）　地域雇用、障害者雇用
　　　　　町の雇用対策の一環として、従事者はできるだけ地元から雇用するように努めるとともに、障害者の雇用を促進する観点から、その雇用に努めてください。


第３　申請の手続等
１　申請資格
　　指定管理者の指定申請を行うものは、施設の管理方針に則って管理運営のできる法人その他の団体で、下記（１）①から③の資格を満たすことを要します。
　　なお、グループ申請を行う法人等は、（２）についても留意していただきます。
　（１）　申請の資格
　　　①　宮城県内に本店又は支店等の事業所を有する法人または団体
　　　　　（法人格の有無は問いませんが、個人での応募はできません。）
　　　②　法人又は代表者が次の事項に該当しないこと。
　　　　ア　法律行為を行う能力を有しない者
　　　　イ　破産者で復権を得ない者
　　　  ウ　申請時において、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「自治法施行令」という。）第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を含む。以下同じ。）の規定により、町の競争入札に参加させないこととした者 
エ　自治法第２４４条の２第１１項の規定により、指定管理者の指定の取消し等を受けたことのある者
オ　町の指定管理者の指定手続きにおいて、その公正な手続きを妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
カ　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２５５号）による手続きを行っている者
キ　法人等の代表者、役員又はその使用人が、刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の３若しくは第１９８条の規定に違反するとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起され２年を経過していない者
ク　団体又はその代表者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定されて２年を経過していない者
ケ　暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）
コ　暴力団員等がその事業活動を支配する者
サ　暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれがある者
シ　本指定管理者の選定を行う選定委員の属する法人等
ス　過去１年間の市町村民税、法人税、消費税及び地方消費税等を滞納している者
　　　③　防火管理者の資格を有している者を配置できること。
　　　④　普通自動車第１種免許を有している者を配置できること。
　（２）　グループ申請を行う法人等に関する留意事項
　　　①　複数の法人等がグループを構成して申請を行う場合は、あらかじめグループ結成の協定書により定められた当該代表法人等が申請を行うこと。この場合、代表となる法人等は、当該グループ内での責任割合が最大であること。
　　　②　グループ構成員のすべてが前記（１）①及び②の要件を満たすこと。
　　　③　グループ全体として、前記（１）③及び④の要件を満たすこと。
　（３）　重複応募の禁止　
　　　①　単独で応募した法人等は、グループ申請の構成員になることはできません。
　　　②　グループの構成員は、他のグループの構成員になることはできません。

２　募集要項等の配布
　（１）　配布期間　　平成２７年２月２日（月）から平成２７年２月２７日（金）まで
　（２）　配布時間　　午前９時から午後５時まで
　　　　　　　　　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日（以下「週休日等」という。）は除く。
　（３）　配布場所　　南三陸町産業振興課
　　　　　　　　　　　〒９８６－０７９２　宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田５６番地２
　　　　　　　　　　　電　話　０２２６－４６－１３７８
　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０２２６－４６－５３４８
　　　　　　　　　　　Ｅmail　kankou@town.minamisanriku.miyagi.jp
　（４）　そ の 他　　町ホームページからのダウンロードもできます。

３　公募説明会
　　指定管理業務の内容、申請方法等についての説明会を次のとおり開催しますので、申請を希望する団体は原則として出席してください。
　（１）　日　　時　　平成２７年２月１６日（月）午後２時～
　（２）　開催場所　　南三陸町庁舎２階「大会議室Ｃ」
　（３）　参加人数　　１団体３名以内
　（４）　申込方法　　参加申込書（様式第８号）を２月１３日（金）正午までに前記へＦＡＸで送信してください。送信後、前記へ確認の電話をしてください。

４　質問事項の受付
　　申請に当たって質問がある場合は、次のとおり受け付けます。
　（１）　質問方法
　　　①　産業振興課に質問書（様式第９号）を持参するかＦＡＸ又は電子メールで提出してください。
　　　②　受付期間　平成２７年２月４日（水）から平成２７年２月１３日（金）までの午前９時から午後５時まで（持参する場合は、週休日等は除く）
　（２）　回答
　　　①　質問の回答は、質問票を受理してから概ね７日程度で回答します。
　　　②　回答は、申請を予定している全団体に配信します。ただし、質問内容が申請団体独自の提案に関わるものと判断した場合は、当該団体のみに回答します。

５　申請書の提出
　（１）　受付期間　平成２７年２月１６日（月）から平成２７年２月２７日（金）までの間で、週休日等を除き、午前９時から午後５時までとします。
　（２）　提 出 先　募集要項等の配布場所に同じ。
　（３）　提出方法　持参のみとします。
　（４）　提出部数　正本１部、副本１２部
　　　　　　　　　　※　グループ申請の場合は、指定管理者指定申請書、事業計画書、収支計画書、グループ構成書、グループ協定書以外の書類は、すべて構成員ごとに提出してください。

６　提出書類等
　　申請に当たって提出する書類は次のとおりであり、所定の様式に記入しきれない場合は、適宜書類を作成することとします。
　（１）　提出書類
　　　①　南三陸町公の施設の指定管理者指定申請書（様式第１号）
　　　　ア　グループ申請の場合は、グループ構成書（様式第４号）及びグループ協定書（様式第５号）を提出してください。
　　　②　法人又は団体に関する書類
　　　　ア　登記事項証明書（申請日前３か月以内に交付を受けたもの）
　　　　　　（法人以外の団体にあっては、代表者の住民基本台帳の写し）
　　　　イ　定款若しくは寄付行為（法人以外の団体にあっては、設立規約等）
　　　　ウ　自治法施行令第１６７条の４第２項に該当しない旨を記載した申立書（様式第６号）
　　　　エ　申請書を提出する日の属する年度の収支予算書、事業計画書及び前事業年度の実績報告書、収支決算
        オ　団体の役員名簿
　　　　カ　設立趣旨、事業内容等、団体の概要がわかるパンフレット等
　　　③　指定を受けようとする公の施設の事業計画書（様式第２号）
　　　　ア　任意様式により、次の書類を添付してください。
　　　　　ａ　従事者の配置体制
ｂ　従事者の勤務体制
ｃ　従事者の経歴又は採用予定者名簿若しくは従事者採用計画
　　　④　指定を受けようとする公の施設の管理に関する業務の収支計画書（様式第３号）
　　　⑤　申請書を提出する日の属する年度の前年度の納税証明書
　　　　ア　法人にあっては、法人税、事業税、市町村民税、消費税及び地方消費税、固定資産税の納税証明書
　　　　イ　法人以外の団体にあっては、代表者に係る所得税、事業税、消費税及び地方消費税、市町村民税、固定資産税、国民健康保険税の納税証明書
　　　　※　納税義務のない税目がある場合には、納税義務がない旨の申立書（様式第７号）の該当税目にレ印のうえ、その理由を記載のうえ提出してください。
　　　⑥　その他町が必要と認める書類
　（２）　申請に当たっての留意事項
　　　①　提出書類は、原則としてＡ４判縦型左綴じとし、正本にはインデックスで書類名を示してください。
　　　②　提出書類に使用する言語は日本語、通貨単位は円とします。
　　　③　応募に関し必要となる費用は、応募者が負担してください。
　　　④　町が提供する資料等は、申請に係る検討以外の目的で使用することを禁じます。
　　　⑤　応募者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、応募を無効とします。
　　　⑥　提出された種類は、いかなる理由があっても返却しません。
　　　⑦　提出された書類は、本指定管理者選定の実施に関する報告等のため必要な場合及び次の⑧に該当する場合を除き、応募者の許可を得なければ公表しません。
　　　⑧　提出された書類は、情報公開条例に基づく情報公開請求の対象となります。
　　　⑨　町は、提出された書類を補足する資料の提出を求める場合があります。
　　　⑩　指定管理者の決定後、町は選定された候補者の応募提案書類の内容を無償で使用できるものとします。

７　申請辞退
　　申請を行った後に辞退するときは、辞退届（様式任意）を提出してください。

第４　指定管理者の候補者の選定
１　選定方法
　　指定管理者の選定については、「公募プロポーザル方式」を採用し、南三陸町公の施設の指定管理者審査委員会設置要綱（平成１８年南三陸町告示第２１号）に基づき設置された審査委員会において、応募者から提出のあった書類について、２の審査基準に従い審査を行い、もっとも高い点数であった団体を指定管理者の候補者として選定します。
　（１）　申請団体から提案のあった収支計画書の額が町の見積もった額を超えている場合は、次により協議を行うものとします。
　　　①　町は、指定管理者候補者を選定した後、指定管理者候補者と町の見積もった額の範囲内で協議を行います。
　　　②　上記①の協議の結果、町の見積もった額の範囲内で指定管理者候補者との協議が不調に終わった場合、町は、審査委員会の審査時に指定管理者候補者の次の高い点数であった団体と町の見積もった額の範囲内で協議を行います。
　　　③　上記①若しくは②の協議を行った結果、町の見積もった額の範囲内で協議が整わない場合には、すべての申請団体に対して、町の見積もった額を提示し、改めて事業計画書と収支計画書の提出を求め、提出された事業計画書等の審査を行い指定管理者候補者を選定します。
　（２）　指定管理者候補者は、議会の議決を経て町が指定管理者として指定することになります。
　（３）　候補者の選定に当たり審査委員会が必要と認めたときは、申請団体にプレゼンテーションを求める場合があります。
　（４）　審査の結果、指定管理者として相応しい団体がないと認められる場合、該当者なしとすることがあります。
　（５）　審査の結果については、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）に基づく異議申立て又は行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）に基づく訴えの提起をすることができません。

２　審査基準
	審　　査　　項　　目

	管理運営の方針
	管理運営の基本的な考え方や目的実現性等について判断します。

	事業の遂行能力
	団体の基礎的な能力、安定性や人員配置等の人的体制について判断します。

	施設運営・経営管理計画
	利用者サービスの向上、施設の効果的な利用方法、管理体制等について判断します。

	集客対策
	利用者増の取り組みについて判断します。

	収支計画
	弾力的かつ効率的な運営による収入確保と管理経費の縮減に関する考え方について判断します。

	自主事業計画
	創意工夫による魅力ある自主事業の実施について判断します。



３　審査結果の通知
　　審査結果の通知については、結果にかかわらず申請者全員に文書で通知します。

第５　指定管理者の指定と協定の締結
１　指定管理者の指定
　　指定管理者の候補者に選定された団体について、町は自治法の規定に基づき、指定管理者に指定す　　　る議案を平成２７年３月の南三陸町議会定例会に付議し、議決を得ることになります。
　　ただし、議決を得られなければ指定管理者には指定できません。この場合、町は一切の損害賠償を負わないものとします。
　（１）　町は、南三陸町議会に議案を提出するまでの間に、指定管理者候補者が何らかの事業により辞退した場合は、審査委員会における審査時に指定管理者候補者の次に高い点数であった団体順に交渉を行うことがあります。
　（２）　町は、南三陸町議会の議決を得るまでの間に、指定管理者候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合は、指定管理者候補者としての資格を取消すことがあります。指定管理者候補者は、この資格を取消されることによって生じる賠償等に関する請求は一切できないものとします。
２　協定の締結
　　町が指定管理者候補者を選定したときには、南三陸町議会へ指定管理者の指定の議案を諮る前に、町と指定管理者候補者との間で仮基本協定を締結し、南三陸町議会の議決を経た後、本基本協定を締結します。また、基本協定締結後に町長と指定管理者の間で年度協定を締結します。
　○　基本協定の内容は次のとおりです。
　（１）　協定の目的に関する事項
　（２）　用語の定義に関する事項
　（３）　信義誠実の原則等に関する事項
　（４）　指定期間に関する事項
　（５）　準備行為に関する事項
　（６）　法令の順守に関する事項
　（７）　管理物件に関する事項
　（８）　業務の範囲に関する事項
　（９）　自主事業の実施に関する事項
　（10）　利用時間及び休業日に関する事項
　（11）　経理、帳簿等の整備保管に関する事項
　（12）　管理物品の取扱い、管理施設の修繕等に関する事項
　（13）　秘密の保持、個人情報の保護に関する事項
　（14）　情報公開に関する事項
　（15）　権利の譲渡禁止、一括再委託の禁止等に関する事項
　（16）　事業計画書、事業報告書等の提出及び調査の実施等に関する事項
　（17）　指定管理料に関する事項
　（18）　利用料金に関する事項
　（19）　自主事業に関する事項
　（20）　管理業務の停止及び指定の取消しに関する事項
　（21）　原状回復及び業務の引き継ぎに関する事項
　（22）　物品等の帰属に関する事項
　（23）　事故発生時及び災害発生時の対応に関する事項
　（24）　指定管理者と町とのリスクの分担に関する事項
　（25）　保険加入に関する事項
　（26）　協定の変更に関する事項
　（27）　その他町が必要と認める事項
○　年度協定の内容は次のとおりです。なお、年度協定は年度毎に締結します。
　（１）　年度協定の期間
　（２）　指定管理料の額及び支払方法
　（３）　その他町が必要と認める事項

３　業務の引継
　　指定管理者に指定後、業務の引継ぎを行っていただきます。
　　また、平成２７年４月１日から６月３０日まで施設を休業とすることができるので、当該期間において研修を実施して各業務の習得を行うこともできます。

第６　業務報告、調査等
町は、指定管理業務の実施状況を把握し、良好な管理状況を確保するため、指定管理者が仕様に則った運営を行っているか、事業計画で示した業務を履行しているかを、随時の報告や実地の調査により確認します。この場合において、管理が良好でないと認められるときは、町は改善措置を講ずる等の指導を行うものとします。
なお、状況が改善しないときは、業務の停止や指定の取消しを行うことがあります。

第７　添付資料、様式等
　　本募集要項を補足する添付資料及び様式等は、次のとおりです。
　（１）　申請書等の様式
　　　①　南三陸町公の施設の指定管理者指定申請書（様式第１号）
　　　②　事業計画書（様式第２号）
　　　③　収支計画書（様式第３号）
　　　④　グループ構成書（様式第４号）
　　　⑤　グループ協定書（様式第５号）
　　　⑥　申請資格に係る申立書（様式第６号）
　　　⑦　納税義務がない旨の申立書（様式第７号）
　　　⑧　公募説明会参加申込書（様式第８号）
　　　⑨　質問書（様式第９号）
　（２）　南三陸町神割崎キャンプ場及び神割観光プラザ指定管理業務仕様書
　（３）　施設の平面図
　（４）　南三陸町神割崎キャンプ場等の利用人数、使用料実績書
　（５）　南三陸町神割崎キャンプ場等の維持管理経費実績書
　（６）　南三陸町野営場条例
　（７）　南三陸町野営場条例施行規則
（８）　南三陸町神割観光プラザ設置及び管理条例
　（９）　南三陸町神割観光プラザ設置及び管理条例施行規則

第８　問い合わせ先
　南三陸町産業振興課
　　　　　所在地　〒９８６－０７９２　宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田５６番地２
　　　　　電　話　０２２６－４６－１３７８
　　　　　ＦＡＸ　０２２６－４６－５３４８
　　　　　Ｅmail　kankou@town.minamisanriku.miyagi.jp
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